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規    則 

 

那覇市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（市営住宅課） 

那覇市規則第25号  

平成29年11月13日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市母子保健推進協議会規則の一部を改正する規則（地域保健課） 

那覇市規則第26号  

平成29年11月13日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市母子保健推進協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

建築基準法第42条第１項第５号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 79 号  

平成 29 年４月 26 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市都市計画部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 指定番号：第１号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指定の年月日：平成 29年４月 26日 

４ 指定道路の位置：那覇市首里石嶺町四丁目 95番４、95番 18、107番４、 

107番５、107番８、107番９ 

５ 指定道路の延長及び幅員：延長11.10ｍ 

幅員 4.00ｍ 

６  転回広場の箇所：１箇所 
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平成 28 年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） 

那覇市告示第 242 号  

平成 29 年 10 月５日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年度決算に基づく健全化判断比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成 28

年度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度決算に基づく健全化判断比率                             （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

健全化判断比率 － － 12.8 81.8 

(注) 実質赤字比率、連結実質赤字比率の欄において「－」と表記されている場合、実質赤

字額、連結実質赤字額がないことを表している。 

 

(参考)                                    （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

(注) 早期健全化基準：４指標のうち１つでも、健全化判断比率がこの基準以上となった場

合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に財政の健

全化に取り組むことになる。 

(注) 財政再生基準：将来負担比率を除く３指標のうち１つでも、健全化判断比率がこの

基準以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、国等の監督

の下、確実な財政再建に取り組むことになる。 
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建築基準法第 42 条第２項の規定による道路の廃止について（建築指

導課） 

那覇市告示第 277 号  

平成 29年 10月 31日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第２項の規定による道路の廃止について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第２項の規定による道路を次のと

おり廃止したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市都市計画部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 廃止番号：第６号 

２ 廃止道路の種類：第 42条第２項の規定による道路 

３ 廃止の年月日：平成 29年 10月 31日 

４ 廃止道路の位置：那覇市樋川一丁目 81-１、-２、-４、82-１、-８ 

５ 廃止道路の延長及び幅員：延長 24.78ｍ  幅員 4.00ｍ 

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 288 号  

平成 29 年 11 月８日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市都市計画部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 指定番号：第７号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指定の年月日：平成 29年 11月８日 

４ 指定道路の位置： 

那覇市字国場 979番６、14、里道（979番６先、979番 14先） 

５ 指定道路の延長及び幅員：延長 31.05ｍ 

幅員 4.00～4.12ｍ 
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地縁による団体の告示事項の変更について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 289 号  

平成 29 年 11 月８日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の２第１項の認可を受けた地縁に

よる団体について、同条第 11項の規定による告示事項の変更の届出があったので、

同条第 10項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称 真地自治会 

 

２ 変更があった事項及び内容 

（１）規約に定める目的の変更 

    （変更前） 

この会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、地域社会の向上発展をはか

ることを目的とする 

    （変更後） 

本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより良好な地域社

会の維持及び形成に資する事を目的とする 

（１）行事等による呼びかけのチラシ、区域住民相互の連絡 

（２）美化、清掃等、区域内環境の整備 

（３）公民館とその設備等の維持管理 

（４）区域内冠婚葬祭の協力 

 

（２）区域の変更 

    （変更前） 

真地地域一円 

（変更後） 

真地地域一円 但し、真地団地を除く 

 

（３）解散の事由の変更 

    （変更前） 

真地自治会会則第 39条に基づく 

    （変更後） 

真地自治会会則第 35条に基づく 
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平成 29 年度上半期那覇市の財政状況の公表（財政課） 

那覇市告示第 326 号  

平成 29 年 12 月１日  

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和 27年法律第 292号）第 40条の２第１項の規定により、平成 29年４月１日から平

成 29年９月 30日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のとお

り公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について（環境保

全課） 

那覇市告示第 327 号  

平成 29 年 12 月１日  

 

土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について 

 

 

土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 11 条第１項の規定により、特定有

害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をし

なければならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指定するので、

同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 形質変更時要届出区域 別図のとおり（那覇市古波蔵１丁目 111 番、112 番地

内） 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第 31条第２項の基準に

適合していない特定有害物質の種類 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合

物 
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公    告 

 

所有者不明土地（墓地）の所有権申請について（管財課） 

那覇市公告第 435 号  

平成 29年 11月 15日  

掲 示 済  

 

 

所有者不明土地（墓地）の所有権申請について 

 

 

那覇市が管理している下記の所有者不明土地（墓地）について、所有権を申し立

てる者がいるため、公告する。申立人以外に所有権を主張するものがあれば、期日

までに届け出られたい。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

 

１ 所 在 地  那覇市首里崎山町四丁目 150番１ 

 

２ 届出の期日  平成 30年５月 15日 

 

 ３ 届 出 先  那覇市総務部管財課 

 

 

 

 

上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について（料金サービス課） 

那覇市上下水道局告示第 19 号  

平 成 2 9 年 1 1 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 
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那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり新規指定が

あったので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

  新 規 指 定 

 

      指定（登録）番号  第 498 号 

      指定工事店名    高門設備 

      営業所所在地    沖縄県中頭郡西原町字棚原 57番地  

代表者名      城間 一樹 

有効期間      自 平成29年10月30日 

                至 平成34年３月31日 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて（料金サービス課） 

那覇市上下水道局告示第 20 号  

平 成 2 9 年 1 1 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり指定工事店

の取消しを告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

      指定（登録）番号  第 211 号 

      指定工事店名    やよい電気工事社 

      営業所所在地    沖縄県浦添市前田３丁目 23番１号  

代表者名      山川 武雄 

取消し日       平成 29年 11月７日 

      取消し理由      営業所所在地の確認ができなかったため 

 

 


